
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  公益法人等への寄附の見直し                

Ｑ：公的法人等へ財産を寄附した場合の取

扱いが変わったそうですが、どのようになっ

たのですか？ 

                                              

Ａ：非課税要件に株式保有要件が追加され

ました。 

【解説】 

個人が、公益法人等に財産を寄附した場合、

一定の要件を満たすことにつき、国税庁長官

の承認を受けた場合には、みなし譲渡課税が

適用されず、非課税となることとされていま

す。 

これまで、承認を受ける要件は次のとおり

でしたが、これに公益法人等がその寄附によ

り発行法人の発行済み株式の２分の１を超え

て保有することにならないこととする要件が

追加されました。この取扱いは、平成26年４

月１日以後に行われる株式の寄附について適

用されます。 

 ①その寄附が、教育又は科学の振興、文化の

向上、社会福祉への貢献その他公益の増進

に著しく寄与すること 

 ②寄附をした財産が寄附があった日から２年

を経過する日までの期間内に、その公益法

人等の公益目的事業の用に直接供される又

は供される見込みであること 

 ③寄附をすることにより、寄附をした者又は

その親族等の所得税、相続税等の負担が不

当に減少しないこと 
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